
燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格審査申請要領 

 

 平成２９・３０年度において、燕・弥彦総合事務組合が行う建設工事の入札及び随意契約の協議に

参加しようとする方は、燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格審査規程及び同実施要綱に定め

るところにより申請を行ってください。 

 

１ 提出期間 

   期 間：平成２９年２月１日から平成２９年２月２８日まで（土日・祝日を除きます。） 

   時 間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  （郵送で提出される方は、提出期間内までに必着するように提出してください。） 

 

２ 入札参加資格の有効期間 

   平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

    ３月・４月に申請の場合は５月１日から、５月以降に申請の場合は決裁終了の翌日から有効

期間が始まります。 

 

３ 提出書類の様式 

   組合ホームページからダウンロードしてください。（新潟県様式でも可） 

   ※申請書類の記載方法は新潟県様式を準用しますので、新潟県建設工事入札参加資格審査申請

要領を参考にしてください。 

 

４ 申請書等の提出方法 

   持参または郵送により１部提出 

（※該当する申請書類を①～⑯の順に、Ａ４ファイル又は紐等に綴って提出してください。） 

 

５ 申請書等の提出先 

   〒９５９－０２４８ 新潟県燕市吉田浜首４０８番地１ 

   燕・弥彦総合事務組合 事務局 財政係 ℡０２５６－９２－１２１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 提出書類等 

申請書及び添付書類 
組合管内 

建設業者 

組合管外 

建設業者 
備考 

①建設工事入札参加資格審査申請書【第１号様式】 ○ ○  

②営業所一覧表（主たる営業所を除く）【第２号様式】 △ △  

③技術職員数等に関する書類 ○ ○  

④技術職員名簿 △ △ ※１ 

⑤舗装機械の所有状況に関する書類 

（「舗装工事」申請者のみ） 
△ △ 

 

⑥技術職員数一覧 

△ △ 

※２の要件により

技術職員数の補正

を希望する方のみ 

⑦建設業許可申請書別紙２の写し 

 △ △ 

契約締結権限のあ

る営業所等で申請

される方のみ 

⑧経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し ○ ○ ※３ 

⑨経営規模等評価申請書総合評定値請求書の写し ○ ○ ※４ 

⑩委任状 

△ △ 

契約締結権限のあ

る営業所等で申請

される方のみ 

⑪雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入の届出

を行ったことが確認できる書類の写し、又は適用除外

申告書 

△ △ 

 

※５ 

⑫燕市の市税又は弥彦村の村税の納税証明書の原本 

（未納税額がない証明書用）※７ ○ △ 

組合管外業者は燕

市・弥彦村に納税義

務がある場合のみ 

⑬組合管内に営業所を有しないが、新潟県内に営業所

を有する方は新潟県の県税の納税証明書の写し 

（未納税額がない証明書用）※７ 
× △ 

県内の本社又は契

約締結権限のある

営業所等で申請さ

れる方のみ 

⑭新潟県に営業所を有しない方は法人税又は所得税の

納税証明書の写し 

（未納税額がない証明書用）※６※７ 
× △ 

県外の本社又は契

約締結権限のある

営業所等で申請さ

れる方のみ 

⑮消費税及び地方消費税の納税証明書の写し 

（未納税額がない証明書用）※６※７ 
○ ○  

⑯暴力団排除等に関する誓約書 ○ ○  

 ○：必ず提出してください。（記入すべき事項がない場合も、白紙のまま提出してください。） 

 △：提出する場合としない場合があります。 

 ×：提出する必要はありません。 

組合管内建設業者とは、燕市内又は弥彦村内に主たる営業所又は従たる営業所を有する方 

組合管外建設業者とは、組合管内建設業者以外の方 



〔記載にあたっての注意点〕 

 記載方法は、新潟県建設工事入札参加資格審査申請要領を参照してください。 

 ※１ ⑨の技術職員名簿（別紙二）の内容と変更がある場合に提出してください。 

 ※２（１）経営事項審査申請を行った時の技術職員名簿に記載した職員のうち、経営事項審査での

技術職員の資格要件の重複計上（２業種まで）と組合との取り扱い（制限なし）の違い及

び組合での技術職員の級の扱いが異なるものがあることにより、総合評定値通知書に記載

の１、２級技術職員数との差異が生じる場合 

   （２）審査基準日現在に常時雇用されている職員で、雇用期間が審査基準日前６ヶ月を超えて

いなかったため、経営事項審査の「技術職員名簿」に記載できなかった職員がいる場合 

 ※３ 審査基準日が平成２７年７月３１日以降であり、かつ有効な通知書であることが必要です。

（該当する通知書が２以上ある場合は、そのうちの最新のものを提出してください。以下同

じ。）随時申請の場合は、申請をしようとする日の１年７ヶ月前の日以降の通知書であること

が必要です。 

 ※４ 経営事項審査の申請を行った時の、経営規模等評価申請書総合評定値請求書、工事種類別 

完成工事高（別紙一）、技術職員名簿（別紙二）、その他の審査項目（社会性等）（別紙三）及

び工事経歴書（様式第２号）の写しを提出してください。（経営事項審査の申請の際、工事経

歴書の添付を省略した方は、建設業法第１１条第２項の規定に基づき提出した変更届出書に

添付した工事経歴書の写しを提出してください。） 

 ※５ ⑧総合評定値通知書での加入状況が「無」になっている場合で、審査基準日以降に加入の届

出を行った者又は適用除外となった者のみ提出 

当該書類より未加入でなくなったことが確認できた場合に限り、資格審査申請を行うことが

できます。 

 ※６ 納税証明書の種類は、個人用は「その３の２」、法人用は「その３の３」の証明書を添付して

ください。 

 ※７ ⑫～⑮の納税証明書は、申請書提出日以前３ヶ月以内のもの 

 

７ 資格審査申請をすることができる方 

次に掲げる事項のいずれかにも該当しない方 

①建設業法第３条第１項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が１年に満た

ない方 

②建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営に関する客観的事項の審査（経営事項審査）を

受けていない方 

③地方自治法施行令第１６７条の４（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含み

ます。）第２項各号のいずれかに該当する方で、その事実があった後２年を経過しない方また、

その方を代理人、支配人その他の使用又は入札代理人等として使用する方。 

④経営事項審査の申請する日の属する事業年度の開始の日の直前２年または３年の各事業年度の

いずれの事業年度にも完成工事高を有しない方 

⑤建設業法の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない方 

⑥暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与して

いると認められる者 

⑦自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団

又は暴力団員を利用していると認められるもの。 

⑧暴力団員であると認められる者 

⑨暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴

力団の維持または経営に協力し、又は関与していると認められる者 



  ⑩暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

  ⑪法人であって、その役員（その支店又は営業所の代表者を含む。⑫についても同じ。）が自己、

自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団

又は暴力団員を利用していると認められるもの。 

  ⑫法人にあって、その役員のうちに⑧から⑩までのいずれかに該当する者があるもの。 

  ⑬燕市の市税又は弥彦村の村税、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税のいずれかにつ

いて滞納がある者。 

  ⑭次の(ｱ)から(ｳ)までに掲げる届出のいずれかを行っていない者（当該届出を行うことを要しな

い者を除く） 

   (ｱ)雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

   (ｲ)健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

   (ｳ)厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５条）第２７条の規定による届出 

 

８ 申請内容に変更等があった場合 

（１）申請書を提出した後に次の申請内容に変更があった場合は、「変更等届出書」【第５号様式】に

必要な書類を添えて速やかに提出してください。（新潟県様式でも可） 

変 更 事 項 添 付 書 類 

①商号又は名称 法人の登記事項証明書又はその写し（登記している方のみ。以下同

じ。） 

②営業所の名称、所在地又

は電話番号 

建設業許可の変更届出書（許可行政庁の受付印等のあるものに限る。

以下同じ。）の写し。所在地の変更の場合は、法人の登記事項証明書

の写しでも可。 

③法人の代表者（又はその

氏名） 

法人の登記事項証明書の写し又は建設業許可の変更届出書の写し 

※代理人としている場合は、代理人に対する委任状 

④代理人（又はその氏名） 新たな代理人に対する委任状又は建設業許可の変更届出書の写し 

⑤建設業の許可の区分 建設業の許可通知書の写し 

⑥営業所の新設又は廃止 建設業許可の変更届出書の写し及び７に掲げる提出書類等のうち、⑩

「委任状」、②「営業所一覧表」に新設する営業所について記載した

もの。営業所の廃止の場合は添付資料は不要 

（２）組合管内に本社本店を有する方で、申請書等を提出した後に技術職員名簿に記載された技術職

員に変更（技術職員の削除又は追加、資格等の変更）があった場合は、「技術職員名簿の変更届」

【様式５】を提出してください。 

 

９ 会社の合併・分割や廃業などの場合 

申請書等を提出した後に申請者が死亡、合併等により消滅し、又は事業の譲渡、会社分割等を行っ

た時は、次のとおりとなります。 

  ア 参加資格が認定される前の場合 

     参加資格の申請は無効となります。 

  イ 参加資格が認定された後の場合 

   （１）参加資格の継続を希望する場合 

      「建設工事入札参加資格承継申請書」【様式第４号】及び被承継人の「廃業等届出書」  

【様式第６号】を提出してください。内容を審査のうえ、適当と認められれば入札参加

資格が承継されます。 

   （２）参加資格の継続を希望しない場合 

      「廃業等届出書」【様式第６号】を提出してください。 


